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１．水道事業における持続的経営の確保
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人口減少等に伴うサービス需要の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等、水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増
す中で、水道事業の持続的な経営の確保のために、「水道財政のあり方に関する研究会」報告書を踏まえ、下記事項について積
極的に取り組まれたい。

１．「水道広域化推進プラン」による広域化の推進
 複数の市町村が区域を超え、連携又は一体的に事業に取り組む

広域化については、スケールメリットによる経費削減や組織体制の
強化等の幅広い効果が期待できるため、積極的に推進すること。

 広域化の中でも、経営統合は、経営主体が単一となり、施設の統
廃合や人員、財源等の経営資源を一元的に管理するため、給水原
価の削減、専門人材の確保等、経営基盤を強化する効果が最も期
待できること。

 一方、地理的要因等により経営統合の実現が困難な地域におい
ても、施設の共同設置や共同利用等により、更新費用や維持管理
費用の削減等の効果が期待できること。

 このため、各都道府県においては、地域の実情に応じた多様な広
域化を進めるため、広域化の推進方針やこれに基づく具体的取組
の内容等を記載した「水道広域化推進プラン」を平成34年度末まで
に策定し、その取組を推進すること。また、水道事業者である市町村
等においては、都道府県とともに同プランに基づく水道事業の広域
化に積極的に取り組むこと。

２．アセットマネジメントの充実
 水道事業における大規模な事業用資産を将来にわたり適切に維

持・更新していくため、中長期の視点に立った需要の変動と供給体
制の見通しを踏まえた適切なアセットマネジメントに基づき、更新投
資を着実に進めること。

 アセットマネジメントを実施していない団体においては、速やかに
取組に着手するとともに、実施している団体においても、その水準を
高めること。

３．着実な更新投資の促進

 水道は住民生活に必要不可欠なライフラインであり、老朽化による
事故等が発生した場合には、国民生活に大きな影響を与えることか
ら、すべての地域で水道サービスが持続的かつ安定的に提供される
よう、着実な更新投資を進めること。

 このため、一定の経営努力を前提としつつ、経営条件が厳しく、現
状において更新投資が進んでいない団体においても着実な更新投
資が実施されるよう、地方財政措置を拡充することとしており、これ
らの団体においても、適切に対応すること。

４．料金収入の確保

 資産の大量更新時期が到来する中、更新投資に要する経費が増
大する一方、料金収入の大幅な減少が懸念されるため、経営戦略
の策定等を通じ経営基盤の強化を図る観点から、収支均衡を図るた
めの計画的に料金水準を改定すること。

５．民間活用の推進

 広域化と併せて、指定管理者制度や包括的民間委託、PPP/PFI等
の民間活用の取組も積極的に検討すること。

６．ICT、IoT等の先端技術の活用

 既に、多くの水道事業において、浄水場等の集中監視・遠隔操作
や水質の自動管理等が導入されていること。

 今後は、水道スマートメーターによる自動検針や漏水情報の自動
収集等についても、実証実験の結果を踏まえ、活用を検討すること。

今後の具体的な取組方策

水道事業の持続的な経営の確保のための方針（平成31年１月25日付け公営企業３課室事務連絡）
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１. 都道府県による「水道広域化推進プラン」の策定（平成３４年度末まで）を推進

２. 広域化に係る地方財政措置の対象を地方単独事業まで拡充し、一般会計等からの

繰出金（地方負担額の１／２）に係る地方交付税措置率を拡充（５０％→６０％）

３. 高料金対策について広域化の際の激変緩和措置を創設

４. 管路の耐震化に係る地方財政措置の延長（５年間）

５. 経営条件の厳しい団体に対する地方財政措置の拡充

（一般会計等からの繰出：１／４→１／２）

１ 広域化の推進

２ 更新投資の促進

平成31年度より取り組む施策
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「『水道広域化推進プラン』の策定について」
（平成31年１月25日付け 総務省自治財政局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知）

１．水道広域化推進プランの基本的な考え方

（１）水道広域化推進プランについて
市町村の区域を超えた水道事業の多様な広域化を推進するため、広域

化の推進方針や、これに基づく当面の具体的取組の内容等を定めるもの。

（２）策定主体、策定体制
策定は、都道府県が行うこと。
市町村財政担当課が主たる取りまとめを行い、水道行政担当課や企業

局等が参加するなど、関係部局が連携し一元的な体制を構築すること。

（３）策定スケジュール、公表等
平成34年度末までに策定し、公表すること。策定後も、取組の進捗状況

等に合わせ、適宜改定すること。
策定状況について、毎年度、調査・公表予定。

経営統合や施設の共同設置、事務の広域的処理等、多様な広域化について、都道府県を中心として、具体的かつ計画的に取
組を進めていくため、都道府県に対し、平成34年度末までの「水道広域化推進プラン」の策定を要請。

２．水道広域化推進プランにおける具体的な記載事項

以下の項目について所要の検討を行い、記載することが適当。

（１）水道事業者ごとの経営環境と経営状況に係る現状と将来の見通し
経営環境（給水人口、有収水量等）と経営状況（職員体制、施設状況、更新投

資額、給水原価等）に係る項目について、人口減少や更新投資需要の増大
等を反映し、現状と将来見通しを明らかにすること。

（２）広域化のパターンごとの将来見通しのシミュレーションと広域化の効果
地域の実情を踏まえた広域化のパターンごとに、（１）の項目について将

来見通しのシミュレーションを行い、広域化の効果を明らかにすること。

（３）今後の広域化に係る推進方針等
（１）及び（２）に基づき、今後の広域化の推進方針並びに今後進める広

域化の当面の具体的取組の内容（想定される広域化の圏域とその方策）
及びそのスケジュールについて記載すること。

３．水道広域化推進プランの策定等に当たっての留意事項

（１）策定のためのマニュアル
策定の参考となるマニュアルを今年度中に発出予定。

（２）都道府県の区域を超えた広域化の取組
都道府県の区域を超える広域化の取組については、いずれかの都

道府県の広域化推進プランに記載すること。

（３）水道基盤強化計画との関係
水道広域化推進プランは、水道基盤強化計画を見据え、これに先

立って策定するものであり、最終的には水道基盤強化計画に引き継
がれることを想定。

（４）都道府県水道ビジョン等との関係
水道広域化推進プランの策定に当たっては、都道府県水道ビジョン

や、区域内の水道事業者が策定した経営戦略の記載内容の活用が
可能。

（５）水道広域化推進プランに基づく取組の推進
水道事業者である市町村等は、水道の基盤強化を図る観点から、

都道府県とともに、水道広域化推進プランを踏まえ、水道事業の広
域化に取り組むことが重要。

４．地方財政措置等

水道広域化推進プランの策定に要する経費について、「生活基盤
施設耐震化等交付金」の対象とするとともに、地方負担額について、
平成31年度から平成34年度までの間、普通交付税措置を講ずる。
また、水道広域化推進プランに基づき実施する広域化のための施

設やシステムの整備に要する経費について、地方財政措置を講ずる。
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○ 都道府県に対し、平成34年度までに「水道広域化推進プラン」を策定するよう要請

（「「水道広域化推進プラン」の策定について」（平成31年1月25日付け総務省自治財政局長・厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知））

○ 同プランに基づく多様な広域化を推進するため、経営統合だけでなく、施設の共同設置や事務の広域的
処理等の地方単独事業を対象に追加（次頁参照）

○ 一般会計出資債（地方負担額の1/2）の元利償還金について、交付税措置率を50％から60％に拡充

広域化に関する事業に係る地方財政措置の拡充

【国庫補助事業】

【国庫補助事業】（交付税措置率拡充 50%→60%）

※地方単独事業は対象外

＜現行措置＞

＜H31～＞

【地方単独事業】（新規）

※国庫補助率は原則、事業費の1/3 地方負担額の1/2 地方負担額の1/2

　　一般会計出資債の元利償還金

　　について１/２を普通交付税措置

国庫補助金 一般会計出資 水道事業債

地方負担額

※国庫補助率は原則、事業費の1/3 地方負担額の1/2 地方負担額の1/2

　　一般会計出資債の元利償還金

　　について60％を普通交付税措置

地方負担額

国庫補助金 一般会計出資 水道事業債

拡充

1/2 1/2

　　一般会計出資債の元利償還金

　　について60％を普通交付税措置

地方負担額

一般会計出資 水道事業債
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全県で統合
（香川県）

統合度

経営統合

施設の
共同設置等

事務の
広域的処理

面
的
広
が
り２市町村

国庫補助対象（現行）

３市町村以上

事業間の水平統合
（柏崎市、北九州市等）

浄水場の共同設置
（大牟田市・荒尾市）

浄水場の共同利用
（周南市・光市）

システム共同利用
（須崎市、四万十町、中土佐町）

広域化に係る地方財政措置の対象の拡充
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高料金対策の激変緩和措置

○ 水道事業が市町村の区域を超えて経営統合を行った場合、統合前の事業に係る高料金対策の措置

が減少または皆減する場合があるため、広域化を推進する観点から、統合の翌年度から10年間、高料

金対策に係る激変緩和措置を講じることとする（６年目以降、段階的に縮減）

1年目 5年目

Ａ事業の
高料金対策の額

統合後

Ｃ事業の
高料金対策の額

B事業の
高料金対策の額

統合

激変緩和措置額0.9 0.7 0.5 0.3 0.1

1.0 

旧Ａ事業の
高料金対策の額

＋
旧Ｂ事業の

高料金対策の額

10年目統
合
前
基
準
額

統
合
後
基
準
額

※ 簡易水道事業の統合に際しても、既に同様の激変緩和措置を講じている

＜高料金対策の激変緩和措置スキーム図＞

繰出基準による高資本費部分料金回収部分

資本費（減価償却費、企業債利息等）

８割を交付税措置

（参考） 上水道事業の高料金対策のスキーム図

8



水道管路耐震化事業に関する地方財政措置の延長・拡充

○ 着実な更新投資と災害対策を進めるため、経営戦略の策定を要件に、管路の耐震化に係る地方財政措置を
５年間延長（H35まで）

○ 経営条件の厳しい団体(詳細は次頁）について、一般会計からの繰出を1/4から1/2に拡充

【特別対策分の創設】

＜現行措置（H26～H30）＞

【一般分】（延長）

現行、延長・拡充のいずれも地方単独事業も対象とする

＜延長・拡充後（H31～H35）＞
【特別対策分】（新規）

（国庫補助金）
（事業費の１／３） 地方負担額の1/2

　　一般会計出資債の元利償還金

　　について1/2を普通交付税措置

一般会計出資
地方負担額の1/2

通常事業分 上積事業分
（過去の平均事業費） 地方負担額

水道事業債（国庫補助金）
（事業費の１／３） 地方負担額の3/4

　　一般会計出資債の元利償還金

　　について1/2を普通交付税措置

一般会計出資 水道事業債
地方負担額の1/4

通常事業分 上積事業分
（過去の平均事業費） 地方負担額

（国庫補助金）
（事業費の１／３） 地方負担額の3/4

　　一般会計出資債の元利償還金

　　について1/2を普通交付税措置

一般会計出資 水道事業債
地方負担額の1/4

通常事業分 上積事業分
（過去の平均事業費） 地方負担額
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（出典）平成29年度 地方公営企業決算状況調査

経営条件の厳しい団体に対する地方財政措置の拡充

※有収水量あたり資本費25円ごとの団体ごとに上下各1/4を除いた管路更新率の平均値を
プロット ※有収水量あたり管路延長0.02mごとの団体ごとに上下各1/4を除いた管路更新率の

平均値をプロット

＜有収水量あたり資本費と管路更新率の関係＞

○ 一定の経営努力を前提（※）とした上で、経営条件の厳しい団体（次の要件①または②を満たす団体）を特別
対策団体とし地方財政措置を拡充

①経営条件が厳しいこと：有収水量あたり資本費が全国平均の２倍以上
②管路更新負担が大きいこと：有収水量あたり資本費が全国平均の1.5倍以上かつ有収水量あたり管路延長が平均の２倍以上

※一定の経営努力を行っていること：経営戦略の策定及び供給単価が全国平均以上

管路更新率（％）

有収水量あたり資本費（円／㎥）

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

25 75 125 175 225 275

平均（75円／㎥） 平均2.0倍（150円／㎥）

＜有収水量あたり管路延長と管路更新率の関係＞

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

上下1/4除きの
平均0.50％

上下1/4除きの
平均0.50％

0.020 0.060 0.100 0.140 0.180 0.220

有収水量あたり管路延長（ｍ／㎥）

平均（0.054m） 平均2.0倍（0.108m）

管路更新率（％）
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上水道事業高料金対策への供給単価要件の段階的導入

○ 高料金対策対象事業は、料金収入の確保に向けた経営努力が求められることから、上水道事業にお

いて、平成31年度から供給単価が全国平均以上（平成31年度：181円／㎥）であるとの要件を段階的に

導入する。

○ 供給単価が全国平均未満の高料金対策対象事業は、平成31年度から平成33年度まで繰出基準額を

段階的に割り落とすこととし、平成34年度以降は高料金対策の対象外とする。

○ また、経営統合に際する高料金対策に係る激変緩和措置を講ずるに当たって算出する、統合前の高

料金対策対象事業の繰出基準額についても、同様の扱いとする。

○ なお、東日本大震災における特定被災地方公共団体のうち、一定の要件を満たす団体においては、当

該要件を当面適用しない。

＜段階的割落としのイメージ図＞

1年目 5年目

Ａ事業の
高料金対策の額

統合後

Ｃ事業の
高料金対策の額

B事業の
高料金対策の額

統合

激変緩和措置額0.9 0.7 0.5 0.3 0.1

1.0 

旧Ａ事業の
高料金対策の額

＋
旧Ｂ事業の

高料金対策の額

10年目統
合
前
基
準
額

統
合
後
基
準
額

＜統合前基準額の算出に対する供給単価要件適用のイメージ＞

統合前基準額の算出に当たっても
同様の扱い

H31 H32 H33 H34

0.9

0.6

0.3

繰出基準額

割落とし対象期間

繰出基準額を

段階的に割落とし

0

H29決算
供給単価

全国平均未満

H30決算
供給単価

全国平均未満

H31決算
供給単価

全国平均未満

H32決算
供給単価

全国平均未満

繰出の対象外
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人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤の
強化を図るため、所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．関係者の責務の明確化
①国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないこととする。
②都道府県は水道事業者等（水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。以下同じ。）の間の広域的な連携を推進するよう努めなけ
ればならないこととする。

③水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこととする。

２．広域連携の推進
①国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。
②都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。
③都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとする。

３．適切な資産管理の推進
①水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修繕をしなければならないこととする。
②水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないこととする。
③水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならないこととする。
④水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、公表するよう努めなければならない
こととする。

４．官民連携の推進
地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運

営権※を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。
※公共施設等運営権とは、PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

５．指定給水装置工事事業者制度の改善
資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定※に更新制（５年）を導入する。

※各水道事業者は給水装置（蛇口やトイレなどの給水用具・給水管）の工事を施行する者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定。

改正の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、３．②は施行の日から起算して３年を超えない範
囲内において政令で定める日までは、適用しない。）

施行期日

※ 厚生労働省作成資料を一部加工

水道法の一部を改正する法律の概要
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１．水道は住民生活に必要不可欠なライフライン

２．経営環境が急速に悪化することが想定される

・急速な人口減少に伴う有収水量（※）の大幅な減

少と施設利用率の低下

⇐2065年の需要水量はピーク時より約４割減少

・老朽化対策と災害対策に伴う更新需要の増大

⇐H28年度の管路更新率は0.75％にとどまり、

管路経年化率は14.8％となり上昇傾向

３．専門人材の確保等の組織体制の強化も課題

水道事業の現状と課題

○ 中長期の経営見通しに基づく経営基盤
の強化を推進

＜適切なアセットマネジメントに基づく更新＞

中長期の視点に立った需要と供給体制の見通し
を踏まえた上で、適切なアセットマネジメントによる
トータルコストの縮減や更新需要の平準化を図り、
着実な更新を行うこと

＜料金収入の確保＞

人口減少に伴う料金収入の大幅な減少が懸念さ
れる中、更新需要の増大も踏まえ、計画的な料金
水準の見直しを行うこと

＜広域化、民間活用、ICTの利活用等の推進＞

中長期の収支均衡、収支改善を図るため、広域
化、民間活用、ICTの利活用等に取り組むこと

持続的な経営を確保するための
基本的な考え方

１．「広域化推進プラン」による広域化の推進

○ 市町村の区域を越える広域化は、幅広い効果を期待できるため、多様な取組を推進する必要

（広域化の効果）
・経営統合は、経営資源を一元的に管理し、経営基盤を強化する効果が最も期待できる
・経営統合が実現しにくい地域においても、施設の共同設置や管理の一体化等の部分的な広
域化により、コスト削減や専門人材の確保等の効果が期待できる

○ 都道府県を中心とした計画的な取組が重要であることから、都道府県による「広域化推進プラ
ン」の策定を進めるべきであり、国においても、策定を促していく必要

○ 国においても、広域化に係る財政措置の拡充を検討すべき

２．適切なアセットマネジメントに基づく着実な更新投資の促進

○ 住民生活に必要不可欠なライフラインであり、大規模な資産を有する水道事業においては、中
長期的な視点に立った適切な維持・更新が極めて重要

○ 各団体において、アセットマネジメントの導入を進めるとともに、その水準を引き上げる必要が
あり、国においても、対策を講じる必要

○ すべての地域で水道サービスが持続的かつ安定的に提供されるよう、経営条件が厳しく、更
新投資が進んでいない団体においても、着実な更新投資を進める必要

○ 国においても、このような経営条件の厳しい団体における更新投資に係る財政措置について
検討すべき

今後の具体的な取組方策

※料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量

経営統合 施設の共同設置・共同利用 管理の一体化

【広域化の主な類型のイメージ】

「広域化推進プラン」：広域化の多様な類型に応じたシミュレーションを実施し、効果を比較した上で、
広域化の基本的な考え方やスケジュール等について定めた計画

「水道財政のあり方に関する研究会」報告書（概要）（平成30年12月）

13



２．下水道事業における持続的経営の確保
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１．広域化・共同化の推進

地財措置の拡充も踏まえ、下記の事項に取り組むこと。

 管渠を接続し、汚水処理場を統合する方策が最も財政効
果が高い。市町村内の事業の接続も含め、検討すること。

 市町村間の接続の場合、接続先市町村においても処理
場の余剰能力を活用して施設の維持に必要な収入確保策
として、検討すること。

 市町村間の統合は、調整に難航するケースが多い。「汚
水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定に
ついて」（平成30年１月17日総務省自治財政局準公営企
業室長等通知）も踏まえ、都道府県が調整に取り組むこと。

２．最適化

 人口推計や将来の需要予測等も十分踏まえ、下水道、
集落排水、浄化槽等の汚水処理方式から、地域の実情に
応じた効率的な整備手法の選択を検討すること。

３．ＩＣＴの利活用

 職員（特に技術職員）が減少する中、事業の安定的な継
続のためには、ICTを活用した維持管理の効率化が必要。
ICTを活用した処理場の遠隔監視など、広域化・共同化の
取組としても検討すること。

今後、人口減少等に伴う使用料収入の減少、施設の老朽化等に伴う更新需要の増大など、下水道事業を取り巻く経営環境が厳
しさを増すことが予想される中、下水道事業の持続的な経営の確保のために、 ｢下水道財政のあり方に関する研究会」中間報告書
を踏まえ、下記事項について積極的に取り組まれたい。

４．民間活用

 包括委託、PFI、コンセッション等について、地域の実情を
踏まえ導入を検討すること。
※地財措置は直営とPFI方式で同等の措置を実施。

 事業、地方団体を越えた事務委託の共同発注を検討す
ること。

５．適切なストックマネジメントに基づく老朽化対策

 今後、大量更新期には膨大な事業費が集中し、財政運
営上も影響が大きくなると懸念されている。経営戦略やス
トックマネジメント計画の策定を通じて、計画的に点検・調
査及び修繕・改築を行うなど、適切にストックマネジメントに
取り組むことにより、施設の長寿命化や事業量の平準化に
努めること。

６．公営企業会計の適用等

 公営企業会計の適用が、広域化の検討の大前提となる
ケースが多く、早急に着手すること。

下水道事業の持続的な経営の確保のための方針（平成31年１月25日付け公営企業３課室事務連絡）

今後の具体的な取組方策
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１．広域化・共同化に係る事業に対する地方財政措置
① 対象事業
○ 終末処理場等の整備（現行措置）に加え、

既存施設の統合に必要となる管渠等を対象に追加
※ 統合先市町村の広域化関連事業を含む。

○ 複数市町村の広域化（現行措置）に加え、
市町村内の広域化も対象に追加

② 財政措置
○ 地方負担額の100%に下水道事業債を充当し、
処理区域内人口密度に応じ、元利償還金の28～56%
を普通交付税措置
※ イメージは右表及び図参照

③ 激変緩和措置
○ 下水道事業が事業統合を行う場合、高資本費対策の激変緩和措置（据置５年＋激変緩和５年）を講じる。

２．都道府県の「広域化・共同化計画」の策定等の広域化・共同化の推進に要する経費について普通交付税措置

＜財政措置のスキーム＞

処理区域内人口密度（人/ha） 通常分 広域化分

25未満 44％ 56％

25以上50未満 37％ 49％

50以上75未満 30％ 42％

75以上100未満 23％ 35％

100以上 16％ 28％

交付税措置率（事業費補正分）

※ 通常分については、上記のほかに単位費用措置あり
※ 広域化分については、一般会計の負担を増額（３～７割→４～８割）し、
その70%を交付税措置

※ 集落排水については、25未満と同等の措置

趣旨

財政措置の概要

人口減少や施設の老朽化等に伴い、下水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、持続的な経営を確保す
る観点から、広域化・共同化の推進を図るため、地方財政措置を講ずる。

《処理区域内人口密度25人/ha未満の例》

70%→80%

広域化・共同化に要する経費

うち70%を普通交付税措置

一般会計負担

下水道事業の広域化・共同化に係る地方財政措置の拡充
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１．広域化・共同化の推進
○ 管渠を接続し、汚水処理場を統合する方策が最も効率的。国庫補助が拡充されたことも踏まえ、

推進のための地財措置を拡充すべき（接続管渠、市町村内事業も対象化等）。

○ 市町村間の統合が最も効率的だが、調整に難航するケースが多い。都道府県の調整が重要であ
り、地財措置等も配慮すべき。

２．最適化

○ 人口推計等も十分踏まえ、下水道、集落排水、浄化槽等の汚水処理方式から、地域の実情に応じ
た効率的な整備手法の選択を検討すべき。

３．ＩＣＴの利活用

○ ICT関連技術の進歩は著しく、処理場の遠隔監視等、ICTを利活用した維持管理の効率化が進捗。
広域化に資するICTの地財措置を拡充する等一層の推進を検討すべき。

４．民間活用

○ 包括委託、PFI、コンセッション等が普及してきており、地域の実情を踏まえ積極的に導入を検討す
べき。なお、地財措置は直営とPFI方式で同等の措置を実施。

○ 民間への共同発注（遠隔監視、維持管理、保守点検、修繕等）について、技術の進歩により、ⅰ）
複数の汚水処理事業、ⅱ）汚水処理事業と水道等の異分野の事業、ⅲ）複数の地方公共団体の事
業、等の例も増えてきていることから、その積極的な検討を推進すべき。

５．公営企業会計の適用等

○ 公営企業会計の適用が、広域化の検討の大前提となるケースが多く、早急な着手が必要。

○ 流域下水道の法適化、人口３万人以上の下水道・簡易水道事業の法適化により、他の事業の法
適化も取り組みやすくなってきており、取組を促進すべき。

６．適切なストックマネジメントに基づく老朽化対策

○ 現在、耐用年数超過施設の更新率は極めて低い。今後、大量更新期を迎えるが、膨大な事業費
の増大が懸念されており、ストックマネジメントにより事業費の平準化、計画的な長寿命化事業の実
施や、将来必要となる更新費用も踏まえた適切な使用料の設定に努めるべき。

下水道事業の課題
⇒ 喫緊の経営改革が必要

○小規模下水道事業（集落排水施設等）の課題

・過疎化、節水、職員数減、処理場更新期に直面、
繰入額増大

○処理区域内人口密度の高い公共下水道の課題

・法定耐用年数超過の施設増大、大量更新期に
早晩直面

下水道事業の現状と課題 今後の具体的な取組方策

【処理場の統廃合】

【維持管理・事務の共同化（共同発注）】

広域化・民間活用

遠
隔
監
視

（処理場）

（処理場）

（処理場）

集落排水公共下水道

「下水道財政のあり方に関する研究会」中間報告書 概要（平成30年12月）
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３．病院事業における地方財政措置の創設
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○ 過疎地等の病院は、近年、深刻な医師不足が原因で、医業収支が悪化。
○ 拠点病院からの医師派遣により、過疎地の産科、小児科等を維持・確保する。

・厚労省補助の対象
・地方負担に対し特別交付税措置（60％）

産科、小児科等の医師を
毎週数日派遣

当該医師を確保する
ための経費を補助

県庁

地方の都市部等

地域の拠点病院
（医師を確保しやすい）

派遣元

過疎地等の病院
（医師が不足）

→産科・小児科を維持

派遣先

過疎地等

① 医師確保対策（医師派遣）に係る地方財政措置の創設
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〇 遠隔医療は深刻な医師不足に悩む過疎地等の病院の診療に大きく寄与。
○ 遠隔医療は５Ｇ導入の主要メリットの一つに挙げられ、未来投資戦略2018やデジタルファースト
の推進においても明記。

ｒｔーＰＡ注射

過疎地等の病院 大学病院

脳卒中専門医

内科医

通信

〇 導入を促す観点から、遠隔医療システムの
導入に要する経費（病院事業債で措置済の
ハード整備を除く）について、特別交付税措置
（60％）を講じる。

○ 想定される経費の例

１ 遠隔診療用タブレット購入費（機器購入費）
２ 技術的サポート経費（報酬、旅費）
３ テスト運用経費（報酬、旅費）
４ 画像伝送先病院との調整（旅費、日当）
５ 院内マニュアル等作成（需要費、印刷費）
６ 職員説明会・研修費（報酬、講師旅費）
７ 需要調査費（通信運搬費）

※ 拠点病院はサーバ・カメラ・ディスプレイを設置（約１千万～）、

サテライトの病院や診療所ではカメラ・ディスプレイを設置するのが通常
（約100万円）だが、これらは病院事業債の対象となる。 大学病院

実例①

実例②

地方財政措置

てんかん患者が大学病院で受診。長距離移動が困難な
ため、回復後数ヶ月毎の定期検診を過疎地の病院等で
遠隔診療によって実施。

発病後４時間以内の診療が求められる脳卒中患者に
ｒｔ－ＰＡ注射（脳卒中の速効治療）が可能になる。

公立病院

通信

てんかん
患者

初回

定期
検診

大学病院

② 医師確保対策（遠隔医療）に係る地方財政措置の創設
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